
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和８年２月２０日 
支出負担行為担当官 
名 古 屋 法 務 局 長 土 手 敏 行 

１ 競争入札に付する事項 
(1) 入札件名 ストレスチェック検査業務委託契約
(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行場所 仕様書による。
(4) 契約期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで
(5) 入札方法

本件入札は、原則として、電子調達システムにより行う。ただし、同システムによ
り難い者は、「紙入札方式による入札参加申請書」を提出した場合は、手続の全てを
書面により行うことができる。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相
当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数金額
を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地
方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の
１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争参加資格 
(1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を
得ている者は、同条中「特別の理由がある場合」に該当する。 

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和７・８・９年度法務省競争参加資格（全省庁統一参加資格）「役務の提供等」

において、〔Ｄ〕等級以上に格付けされ、東海・北陸地域の参加資格を有する者であ
ること。

(4) 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づく支出負担行為担当官が定める資格とし
て、次の資格を有する者であること。
ア 応札する仕様に基づく「定価ベースによる総額を記載した価格証明書」を提出で

きる者
イ 本件仕様書に基づき、ストレスチェック検査業務を確実に履行できることを証す

る書面を提出できる者

３ 契約条項を示す場所並びに入札説明書の交付場所及び問合せ先等 
(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先

名古屋市中区三の丸二丁目２番１号
名古屋法務局会計課主計係 （担当 亀井）
電話 ０５２－９５２－８１１８（直通）

(2) 入札説明書の交付場所
電子調達システム及び上記(1)の場所

(3) 入札説明書の交付期間
令和８年２月２０日（金）から令和８年３月２日（月）まで（行政機関の休日に関



する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する行政機関の休日を除く。受付
時間は、９時００分から１７時００分まで。ただし、１２時００分から１３時００分
までは除く。）とする。 
 

４ 入札参加申込の受付場所及び期間等 
(1) 受付場所 

電子調達システム又は前記３(1)の場所 
(2) 受付期間 

前記３(3)に同じ 
(3) 提出書類 

入札説明書による。 
 

５ 入札書の提出場所及び提出期限 
(1) 提出場所 

電子調達システム又は前記３(1)の場所 
(2) 提出期限 

令和８年３月１６日（月）１７時００分（必着。郵送の場合は、書留郵便などの追 

跡可能な方法に限る。） 
６ 開札の日時及び場所 

令和８年３月１７日（火）１０時００分 

電子調達システム 

及び 

名古屋市中区三の丸二丁目２番１号 名古屋法務局４階会議室 
 
７ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 
 

８ 入札保証金及び契約保証金 
免除する。 
 

９ 入札の無効 
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 
 

10 落札者の決定 
予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
 

11 契約書作成の要否 
要 
 

12 その他 
詳細は、入札説明書による。 



ストレスチェック検査業務委託契約 

入 札 説 明 関 係 書 類 目 録 

 
 

１ 入札説明書（「入札書の郵送方法」含む。）  
 

２ ストレスチェック検査業務委託契約書（案）  
 

３ 仕様書  
 

４ 紙入札方式による入札参加申請書  
 

５ 誓約書（役員等名簿添付）  
 

  ６  入札書  
 

 ７ 委任状  
 

 ８  入札辞退届  
 

 ９ 価格証明書  
 

１０  履行証明書  
 

１１ 質問書  
 

１２ 法務省競争契約入札心得  
 

以上の書類が各１通ずつ入っています。  

資料が不足する場合は、担当者までご連絡ください。 
 

名古屋法務局会計課       

（担当：主計係 亀井）     

電話：052-952-8118（直通）  
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入 札 説 明 書 

 

名古屋法務局会計課 

 

 名古屋法務局の入札公告（令和８年２月２０日付け「ストレスチェック検査

業務委託契約」）に基づく入札等については、会計法（昭和２２年法律第３５

号）、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）、契約事務取扱規則

（昭和３７年大蔵省令第５２号）、その他の法令に定めるもののほか、この入

札説明書によるものとする。 

 なお、本件入札は、原則として、電子調達システム（https://www.p-portal.

go.jp/pps-web-biz/）により入札等を行うので、電子調達システム利用者は、

上記ポータル内の「電子調達システム利用規約」、「電子調達システム操作マ

ニュアル」等に定める手続に従い、入札等を行うこと。ただし、同システムに

より難い者は、「紙入札方式による入札参加申請書」を提出した上で、書面に

より入札等を行うことができる。 

 

１ 契約担当官 

  支出負担行為担当官 名古屋法務局長  土手 敏行 

 

２ 競争入札に付する事項 

 (1) 入札件名 

ストレスチェック検査業務委託契約 

 (2) 仕様等 

仕様書記載のとおり 

 (3) 契約期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 (4) 入札方法 

後記６のとおり 

 

３ 競争参加資格 

 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必

要な同意を得ている者は、同条中「特別の理由がある場合」に該当する。 

 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3) 令和７・８・９年度法務省競争参加資格（全省庁統一参加資格）「役務

の提供等」において、〔Ｄ〕等級以上に格付けされ、東海・北陸地域の参
加資格を有する者であること。 

 (4) 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づく支出負担行為担当官が定め

る資格として、次の資格を有する者であること。 

  ア 応札する仕様に基づく「定価ベースによる総額を記載した価格証明書」

を提出できる者 

イ 本件仕様書に基づき、ストレスチェック検査業務を確実に履行できる
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ことを証する書面（以下「履行証明書」という。）を提出できる者 

(5) 契約の相手方として不適当な者でなく、契約の相手方として不適当な行

為をしない者であること。

なお、契約の相手方として不適当な者及び不適当な行為をする者とは、

以下のア及びイに示すような者である。 

ア 契約の相手方として不適当な者

(ｱ) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合

はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約

を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理

事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であ

るとき。

(ｲ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

などしているとき。

(ｳ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便

宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力

し、若しくは関与しているとき。

(ｴ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当

に利用するなどしているとき。

(ｵ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

しているとき。

イ 契約の相手方として不適当な行為をする者

(ｱ) 暴力的な要求行為をする者

(ｲ) 法的な責任を超えた不当な要求行為をする者

(ｳ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をする者

(ｴ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為をする者

(ｵ) その他前各号に準ずる行為をする者

(6) その他、入札説明書及び仕様書において定める条件を満たす者であるこ

と。

４ 事前提出書類等 

  入札に参加しようとする者は、以下に掲げる書類を各１部ずつ準備し、提

出期限までに電子調達システム又は書面により、指定の場所に提出すること

（書類等の作成に要する費用は、入札に参加しようとする者の負担とする。）。 

(1) 令和７・８・９年度の一般競争参加資格に係る資格審査結果通知書（全

省庁統一資格）の写し

(2) 誓約書（役員等名簿添付）

※ 別添様式により作成すること。

(3) 応札する仕様に基づく「定価ベースによる総額を記載した価格証明書」
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※ 別添様式により作成し、仕様書に基づいて、値引きを考慮しない定価

ベースによる積算内訳を記載して、入札者の名称（個人の場合は氏名）、

所在地、代表者の資格及び氏名（個人の場合は不要）を明記し、担当者

の氏名及び連絡先を記載すること。

(4) 履行証明書

※ 別添様式により作成すること。

(5) 「紙入札方式による入札参加申請書」

※ 紙入札を希望する者のみ、別添様式により提出すること。

(6) 上記書類の提出期限、場所及び方法

ア 提出期限

令和８年３月２日（月）１７時００分まで（必着）

イ 提出場所

電子調達システム

又は

名古屋市中区三の丸二丁目２番１号

名古屋法務局会計課主計係（担当 亀井）

電話０５２－９５２－８１１８（直通）

ウ 提出方法

電子調達システム若しくは持参のほか、郵送又は託送（いずれも書留

郵便など追跡可能な方法とする。以下「郵送等」という。）により提出

すること。なお、通信状況等により提出期限内に提出書類が電子調達シ

ステムに到着しない場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。

※ 電子調達システムを利用して入札書を提出する場合には、事前提出

書類の一部（上記(1)ないし(4)のいずれか１点以上）を電子調達シス

テムで提出する必要がある（詳細は、「電子調達システム操作マニュ

アル」等を確認のこと。）。

(7) 資格審査結果の回答は、令和８年３月５日（木）までに行う。

(8) 上記(1)ないし(5)の提出書類を提出期限までに提出しない者は、入札参

加資格を失うものとする。

(9) 入札を辞退するときは、口頭ではなく、別添様式により入札辞退届を作

成し、提出すること。

５ 質問書の提出について 

(1) 仕様書の内容等で質問がある者は、令和８年３月３日（火）１７時００

分までに、別添様式により名古屋法務局会計課にＦＡＸ（０５２－９５２

－８１１９）又は電子メール（kaikei01_nagoya_moj_bal@moj.go.jp）で提

出すること。

(2) 質問書の回答は、令和８年３月６日（金）までに行う。

６ 入札の方法について 

(1) 入札の方法

ア 入札金額は、総価で記入すること（消費税及び地方消費税抜き）。
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  イ 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 

    落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０％に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てるものとする。）。 

  ウ 紙による入札の場合、入札書の日付は、必ず封筒に入れる日を記入す

ること。 

 (2) 入札書の提出場所 

   前記４(6)イに同じ 

 (3) 入札書の提出期限 

令和８年３月１６日（月）１７時００分まで（必着） 

 (4) 入札書の提出方法 

  ア 電子調達システムによる入札の場合 

    「電子調達システム」に定める方法による。 

    なお、上記(3)の提出期限までに電子調達システムによる入札書の提出

がない場合（電子調達システムに障害が発生するなどして、入札書が提

出することができない場合を除く。）は、当該入札参加者は入札を辞退

したものとみなす。 

  イ 紙による入札の場合 

    持参又は郵送等による。 

    なお、紙による入札を希望する者は、「紙入札方式による入札参加申

請書」の提出を要する。 

    おって、入札書は別添様式により作成し、別紙「入札書の郵送方法」

による様式で作成した封筒に入れて封かんした上で、上記(3)の提出期限

までに提出しなければならない。 

  ウ 入札者は、その提出した入札書を引換え、変更又は取消しをすること

ができない。 

エ 電子入札か紙入札であるかを問わず、入札書の電子くじ番号欄に任意

の正の整数３桁を必ず入力（記入）すること。 

 

７ 入札の無効 

  次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

 (1) 入札参加資格のない者のした入札 

 (2) 入札書の入札件名、入札金額、入札者名及び日付の確認ができないもの 

 (3) 入札書の入札金額、数量及び単価が訂正されているもの 

 (4) 入札書に入札者の記名のないもの 

 (5) 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合、虚偽の誓約書を提出した

場合及び誓約書に反することとなった場合 

 (6) その他入札に関する条件に違反したもの 
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８ 入札の延期等 

  電子調達システムに停電、システム障害等やむを得ない事情によるトラブ

ルが発生したとき又は入札を公正に執行することができない状態にあると認

められるときには、入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。 

 

９ 代理人による入札 

 (1) 電子調達システムによる入札の場合 

    別添様式により委任状を作成し、入札書提出期限までに、電子調達シス

テムによりＰＤＦ形式で提出すること。 

 (2) 紙による入札の場合 

  別添様式により委任状を作成の上、入札書と同時（入札書を入れた封筒

には、入れないこと。）に入札書提出期限までに持参又は郵送等により提

出すること。 

  なお、入札書には、入札参加者の氏名（法人の場合は、その名称又は商

号）、代理人であることの表示及び当該代理人氏名を記名しなければなら

ない。 

 

10 開札 

 (1) 開札は、原則として、電子調達システムにより行うが、紙による入札を

希望する者があった場合は、紙入札方式による開札を併せて行う。 

 (2) 開札の日時及び場所 

   令和８年３月１７日（火）１０時００分 

   電子調達システム及び名古屋法務局４階会議室 

 (3) 電子調達システムによる入札の場合 

   入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機すること。 

 (4) 紙による入札の場合 

  ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者

又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない当局職員

を立ち会わせて行う。 

  イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場する

ことはできない。 

  ウ 入札者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときには、当局

の入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示又は入札権限に関する

委任状を提出しなければならない。 

  エ 入札者又はその代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があ

ると認めた場合以外は、入札場を退場することができない。 

 

11 落札者の決定 

 (1) 有効な入札書を提出した者であって、入札金額が予算決算及び会計令第

７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の金

額をもって申込みをした者を落札者とする。 

 (2) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達する者がいないときは、引き
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続き再度の入札を行うことがある。 

  ア 電子調達システムによる入札の場合 

    再度の入札を考慮し、開札時刻には必ず対応できる体制を整えておく

こと。 

    なお、再度の入札となった場合、提出時刻までに電子調達システムに

よる入札書の提出がないときは、再度入札を辞退したものとみなす。 

  イ 紙による入札の場合 

    開札に出席する際には、再度の入札に備え、あらかじめ複数枚の入札

用紙を持参すること。 

    なお、開札時刻に遅れた者は、再度入札を辞退したものとみなす。 

 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、「電子く

じ」により落札者を決定するので、電子入札か紙入札であるかを問わず、

入札書の電子くじ番号欄に任意の正の整数３桁を必ず入力（記入）するこ

と。 

   なお、入札者（代理人を含む。）が電子くじ番号を記入できないときは、

入札事務に関係ない当局職員が電子くじ番号を記入の上、電子くじにより

落札者を決定するものとする。 

 

12 その他 

 (1) 電子調達システムの利用について 

   本件調達では、応札、入開札及び契約の締結までの手続を電子調達シス

テムを利用して行うことができるが、支払請求等については、電子調達シ

ステムを利用しないものとする。 

 (2) 注意事項 

   入札者は、入札公告及び入札説明書を熟読の上、入札しなければならな

い。入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立

てることはできない。 

 (3) 契約手続に使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨に限る。 

 (4) 入札保証金及び契約保証金 

   免除 

 (5) 入札者に要求される事項 

   開札日の前日までの間において、契約担当官等から提出書類に関し説明

を求められた場合は、それに応じなければならない。 

 (6) 競争参加資格の確認のための書類 

  ア 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

   イ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認及び契約の締

結以外の目的のために提出者に無断で使用することはない。 

  ウ 一旦受領した書類は返却しない。 

 (7) 契約書の作成 

   ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書

を取り交わすものとする。 
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イ 契約書は、電子調達システムを利用して作成するが、契約の相手方が

同システムにより難い場合は、紙媒体による契約書を作成することがで

きることとする。

ウ 契約書は、まず契約担当官等が作成し、契約の相手方宛てに送信する

ので、契約の相手方は、必須入力項目を記入した上で契約担当官等宛て

に送信するものとする。

エ 契約担当官等は、契約の相手方から電子契約書の送信を受けた後に、

契約の相手方に対して電子契約書への電子署名の付与を依頼するので、

契約の相手方は、速やかに電子署名の付与を行うこと。

オ 契約の相手方が電子署名の付与を終えた後に、契約担当官等が電子署

名を付与する。

カ 契約担当官等が契約の相手方と共に契約書に電子署名を付与（又は紙

媒体の契約書に記名押印）しなければ、本契約は確定しないものとする。 

キ 電子調達システムで契約書を作成した場合、電子調達システムからＰ

ＤＦファイルとして出力することができるため、契約の相手方に契約書

を交付しないこととする。

(8) 人権尊重の確保

契約の相手方は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のた

めのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計

画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重

に取り組むよう努めるものとする。 

(9) その他

本件入札に係る落札者の決定及び契約の締結は、令和８年度予算が成立

し、予算の執行が可能となることを条件とする。 

【電子調達システムの利用について】 

 名古屋法務局では、電子調達システムを利用した調達手続を実施しており、

その結果を検証の上、利用する機能を順次拡大していく予定ですが、運用の状

況によっては入札書等を紙により提出することをお願いする場合がありますの

で、あらかじめ御了承願います。 

 なお、電子調達システムによる調達案件に参加するためには、事前に利用者

情報登録を行う必要がありますので、電子調達システム（https://www.p-port

al.go.jp/pps-web-biz/）にアクセスの上、利用者申請メニューから利用者情報

登録を行ってください。 

※ 調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク

電 話：０５７０－０００－６８３（ナビダイヤル）

０３－４３３２－７８０３（ＩＰ電話等をご利用の場合） 

  ＦＡＸ：０１７－７３１－３３５２ 

以 上 
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ストレスチェック検査業務委託契約書（案） 

 

 支出負担行為担当官 名古屋法務局長 ●●●●及び別紙記載の支出負担行為担

当官（以下、これらの者を「甲等」という。）と●●●●（以下「乙」という。）

とは、次の条項によってストレスチェック検査業務委託契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 甲等は、乙に対し、別添仕様書記載のストレスチェック検査業務一式（以

下「本業務」という。）を委託し、乙はこれを受託するものとする。 

２ 本契約は、乙が、甲等の指示（仕様書等）に従って、本業務を実施し、甲等が、

乙に対しその対価を支払うことを目的とする。 

（信義誠実の原則） 

第２条 甲等及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行するものとする。 

（契約内容） 

第３条 本契約に基づく本業務の内容は、仕様書に定めるとおりとする。 

２ 仕様書に明記されていない業務を行う必要があるときは、甲等及び乙が協議の

上、定めるものとする。 

（契約期間） 

第４条 本契約の契約期間は、契約締結の日から令和９年３月３１日までとする。 

（契約金額） 

第５条 本契約は、単価による契約とし、各単価（税抜き）は次のとおりとする。 

(1) 心理的な負担の程度を把握するための検査 
 （一人あたりの単価 税抜き）        ○，○○○円 

(2) 高ストレス者に対する面接指導 

（一人あたりの単価 税抜き）        ○，○○○円 

(3) 分析結果等についての所属長に対する説明会 

（交通実費を含む１回あたりの単価 税抜き） ○，○○○円 

（日時の決定及び受診手続） 
第６条 乙は、甲等の定めた実施要領に基づき、検査日時等について連絡を図り、

検査、面接指導及び説明会を円滑に行うものとする。ただし、甲等の都合により

実施要領に変更が生じた場合は、甲等と乙が協議して定めるものとする。 

（検査結果報告） 

第７条 乙は、ストレスチェック結果個別通知、ストレスチェック受検者一覧表、

医師による面接指導が必要とされる職員の名簿、ストレスチェック個人別結果一

覧表及びストレスチェック分析結果報告書を記入済みのストレスチェック調査票



  
を受領した日から１か月以内に甲等に提出するものとする。 

２ 乙は、高ストレス者に対して医師による面接指導を実施した場合には、面接指

導結果報告書及び事後措置に係る意見書を当該面接指導実施日から１か月以内に

甲等に提出するものとする。 

３ 乙は、分析結果等についての所属長に対する説明会を実施した場合には、説明

会の実施日から１か月以内に任意の様式による実施結果報告書を提出するものと

する。 

（契約保証金） 

第８条 甲等は、本契約に関する保証金を免除するものとする。 

（権利義務の譲渡禁止等） 

第９条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲等の承

諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信

用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条

の３に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限り

でない。 

２ 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲等の対価の支

払による弁済の効力は、甲等が、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５

号）第４２条の２に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った

時点で生じるものとする。 

（再委託） 

第１０条 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託することはできない。 

２ 乙は、本業務の一部を再委託しようとする場合には、あらかじめ書面により甲

等と協議し、承認を受けなければならない。 

３ 乙は、本業務の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行為について、甲

等に対し全ての責任を負うものとする。 

４ 乙は、本業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するため

に必要な事項について本契約書を準用して、再委託の相手方と約定しなければな

らない。 

（再委託に関する内容の変更） 

第１１条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲等の定める

様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲等の承認を受けなければならない。 

（履行体制） 

第１２条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該

第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制

図を甲等の定める様式により作成し、甲等に提出しなければならない。 



  
２ 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲等に届け出なければ

ならない。ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しない。 

３ 前項の場合において、甲等は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認

めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 

（個人情報等の取扱い） 

第１３条 乙は、本契約に係る業務に関して、甲等から提供された個人情報等及び

その他知り得た個人情報等について、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）、個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５７号）及び乙が策定した個人情報保護に関する

基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号を遵守すること。 

(1) 乙は、本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正

管理の義務を負うこと。 
(2) 乙は、甲等から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従

事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項

等を整備し、その内容を甲等に対し書面で報告すること。 

(3) 乙は、甲等から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘

密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 

(4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲等の承認を受

けること。 

(5) 乙は、甲等から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体（これ

らの複製を含む。）について、本契約に係る業務終了後、あらかじめ合意した

方法により、速やかに甲等に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能

な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には、甲等の定め

る様式により「廃棄等報告書」を提出すること。 
(6) 乙は、甲等から提供された個人情報等を取り扱う業務（以下「委託業務」と

いう。）を第三者（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に

規定する子会社を含む。）に再委託をしようとする場合には、甲等の定める様

式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提

出し、あらかじめ甲等の承認を受けること。 

(7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲等の定める様式

により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を

提出し、甲等の承認を受けること。 

(8) 前２号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託

しようとする場合についても同様とする。 

(9) 乙は、委託業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲等に対し



全ての責任を負うものとする。また、本条において、甲等が乙に求める個人情

報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託

先と約定すること。

(10) 乙は、乙又は再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。 

(11) 本契約による業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲

等に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。

(12) 乙は、本契約に係る業務に関して甲等から提供された個人情報等及びその他

知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。

(13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、被害拡大防止等のための適切な

措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容

を甲等に報告するとともに、甲等の指示に従い、必要な措置を講ずること。

(14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、

その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲等又は第三者に生じた

一切の損害について、賠償の責めを負うこと。

２ 甲等は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情

報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託

先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。

３ 乙が第１項各号の一に違反したことにより甲等に損害が生じたときは、乙は、

その損害を賠償しなければならない。

（費用負担）

第１４条 本業務の遂行に要する一切の費用は、乙の負担とする。ただし、各庁舎

内において本業務の遂行上必要となる電気・水道・ガスに要する費用は、この限

りでない。

（業務完了の検査）

第１５条 乙は、第７条第１項の業務を完了したときは、甲等の指定する職員（以

下「検査職員」という。）の検査を受けなければならない。

２ 乙は、第７条第２項の業務について完了したときは、検査職員の検査を受けな

ければならない。

３  乙は、第７条第３項の業務について完了したときは、検査職員の検査を受けな

ければならない。

（契約金額の請求及び支払）

第１６条 乙は、第７条第１項の業務を完了した後、前条第１項の検査に合格した

ときは、第５条第１号に定める検査料に業務を完了した各局の数量を乗じて得た

額並びに消費税及び地方消費税の額を各局の支出負担行為担当官に請求するもの

とする。



  
２ 乙は、第７条第２項の業務を完了した後、前条第２項の検査に合格したときは、

第５条第２号に定める面接指導料に業務を完了した数量を乗じて得た額並びに消

費税及び地方消費税の額を名古屋法務局の支出負担行為担当官に請求するものと

する。 

３ 乙は、第７条第３項の業務を完了した後、前条第３項の検査に合格したときは、

第５条第３号に定める説明会委託料に業務を完了した数量を乗じて得た額並びに

消費税及び地方消費税の額を各局の支出負担行為担当官に請求するものとする。 

４ 乙が請求する消費税及び地方消費税の額は、法令所定の税率を乗じて得た金額

（円未満切捨て）とする。 

５ 甲等は、適法な支払請求書を受理した日から３０日以内に当該請求額を乙に支

払うものとする。 

（支払遅延利息） 
第１７条 甲等は、自己の責めに帰する事由により、前条に定める期間内に代金を

支払うことができないときは、支払期間満了の日の翌日から支払日までの日数に

応じて、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２

４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対す

る遅延利息の率を定める件（昭和２４年１２月１２日大蔵省告示第９９１号）に

おいて定められた率の割合による遅延利息を乙に対して支払わなければならな

い。ただし、前条に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事

由による場合は、当該事由の継続する期間は、前条に定める期間に算入せず、又

は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。 

２ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満である場合は、甲等は、

これを支払うことを要せず、その額に１００円未満の端数がある場合は、その端

数を切り捨てるものとする。 
（期限の延長） 

第１８条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本業

務を履行することができないときは、甲等に対して遅滞なく事由を付して履行期

限の延長を求めることができる。ただし、延長の日数は、甲等及び乙が協議して

定めるものとする。 

２ 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本業務を履行することができない

ときは、甲等は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。 

３ 前項の遅延料は、遅延日数１日につき第５条各号の契約単価にそれぞれの受検

人数等を乗じて得た額（以下「契約予定金額」という。契約締結後に単価の変更

があった場合には、変更後の契約予定金額。以下同じ。）から既納部分に対する

契約予定金額相当額を控除した額に対して年３．０パーセントの割合で計算した



  
額とする。 

（機密の保持） 

第１９条 乙及び乙の従業員は、甲等の与えた指示（仕様書等）及び本契約の遂行

上知り得た甲等の秘密情報（書面等をもって甲等が乙に提供した情報及び乙が甲

等の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞し、又は認識した情報の一

切をいう。）の機密を保持し、これを第三者に漏らし、又は他の目的に使用して

はならない。 

２ 前項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。 

３ 乙は、第１項の機密保持に反した場合、一切の責任を負うものとする。 

（危険負担） 

第２０条 甲等は、当事者双方の責めに帰することのできない事由により、乙が本

契約を履行できなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。 
２ 甲等は、自己の責めに帰する事由により、乙が本契約を履行することができな

くなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、乙が自己の債

務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲等に償還しなければならな

い。 

（割合的報酬） 

第２１条 乙は、甲等の責めに帰することができない事由により、本業務を完了す

ることができなくなった場合又は本契約が本業務の完了前に解除された場合にお

いて、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲等がその利益を受け

たときは、乙は、甲等が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求するこ

とができる。この場合、乙は、可分な部分について第１５条の規定に準じて甲等

の検査を受けなければならない。 

（過失責任） 
第２２条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により、甲等の施設機器等について

破損し、汚損し、若しくは紛失し、又は盗難等を発生させた場合、その損害を賠

償する責めを負うものとする。 

２ 乙は、甲等の責めに帰することができない事由により、乙の従業員等が業務遂

行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲等は一切の責任を負わな

いものとする。 
（事情変更） 

第２３条 甲等及び乙は、契約締結後、経済情勢の著しい変動、天災地変、法令の

制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当とな

ったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することがで

きる。 



  
２ 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲等

及び乙が協議して書面により定めるものとする。 

（契約解除及び損害賠償） 

第２４条 甲等は、乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、それにより本契約の

義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、何ら通知又は催告を要せず直

ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 
(1) 本契約の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。 

(2) 履行期限までに本業務を完了することができないとき、又は完了する見込み

がないと明らかに認められたとき。 

(3) 本契約の条項に定められた義務に違反したとき。 

(4) 本契約の目的を達することができないと認められるとき。 

(5) 監督官庁から営業許可等の取消し、停止等の処分を受けたとき。 
(6) 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実

行としての競売等の申立てがあったとき。 

(7) 破産、民事再生若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算

手続に入ったとき。 

(8) 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。 

(9) 法人の場合は、解散の決議をしたとき。 
２ 乙は、前項各号の一に該当するときは、甲等が契約の全部又は一部を解除する

か否かにかかわらず、契約予定金額の１００分の１０に相当する額の違約金を、

甲等に対し甲等が指定する期日までに支払わなければならない。甲等の指定する

期限までに支払わない場合は、乙は、甲等に対し、期間満了の日の翌日から起算

して支払をする日までの日数に応じ、年３．０パーセントの割合で計算した額の

遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に１００

円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が１００円未満である場

合には支払を要しないものとする。 

３ 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としない。 

４ 乙は、第１項各号に掲げる事由により甲等に損害を与えたときは、その損害を

賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲等の責めに帰すべき事由

による場合は、この限りでない。 
５ 乙は、甲等の責めに帰する事由により、本業務を完了することが不可能となっ

たときは、本契約を解除することができる。 

６ 甲等及び乙は、第１項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契

約の全部又は一部を解除することができる。 

７ 第１項、第５項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲等は、本



  
業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。 

８ 甲等が第１項の規定により本契約を解除した場合、乙は甲等に対し損害賠償そ

の他名目のいかんを問わず、一切の金銭を要求することができない。 

（談合等の不正行為に係る契約解除） 

第２５条 甲等は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の

全部又は一部を解除することができる。 
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）

第７条又は第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に

限る。以下同じ。）の規定による排除措置命令を行ったとき。 

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第７条の２第１

項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による

課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の

７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

(3) 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用

人）が、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又

は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による罪の

嫌疑により公訴を提起されたとき。 
２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速

やかに、当該処分等に係る関係書類を甲等に提出しなければならない。 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第２６条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲等が本契約の

全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約予定金額の１００分の１０に

相当する額を違約金として、甲等が指定する期限までに支払わなければならない。 
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第７条又は第８

条の２の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第７条の２第１

項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による

課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第７条の４

第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通

知を行ったとき。 

(3) 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使

用人）について、刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９

条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第３号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当すると



  
きは、前項の契約予定金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約予定金額

の１００分の５に相当する額を違約金として甲等が指定する期限までに支払わな

ければならない。 

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第７条の２第１

項の規定による納付命令（同法第７条の３第１項若しくは第２項又は第３項の

規定を適用したものに限る。）を行い、当該納付命令が確定したとき。 
(2)  乙が甲等に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を

提出しているとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、甲等に生じた実際の損害の額が違約金を超過する

場合において、甲等がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 

５ 乙が、第１項及び第２項に規定する違約金を甲等の指定する期限までに支払わ

ない場合は、乙は、甲等に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日

までの日数に応じ、年３．０パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わ

なければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に１００円未満の端数があ

る場合にはこれを切り捨て、遅延利息が１００円未満である場合には支払を要し

ないものとする。 

６ 本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。 
（属性要件に基づく契約解除） 

第２７条 甲等は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告

を要せず、本契約を解除することができる。 

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所を

いう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に

関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）であるとき。 

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

しているとき。 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す

るなどしているとき。 



  
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

とき。 

（行為要件に基づく契約解除） 

第２８条 甲等は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を

した場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

(1) 暴力的な要求行為 
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

（下請契約等に関する確約） 

第２９条 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を

下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。）、

受託者（再委託以降の全ての受託者を含む。）及び下請負人又は受託者が当該契

約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確

約する。 

（下請契約等に関する契約解除） 

第３０条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、

直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させ

るようにしなければならない。 

２ 甲等は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しく

は下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反

して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除

させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 
（違約金等） 

第３１条 甲等は、第２７条及び第２８条の各号の一に該当すると認められるとき

は、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約予定金額の１０

０分の１０に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 

２ 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 

３ 甲等は、第２７条、第２８条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場

合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要し

ない。 

４ 乙は、甲等が第２７条、第２８条及び前条第２項の規定により本契約を解除し

た場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

５ 前項に定める賠償金額は、甲等及び乙が協議の上、定めるものとする。 



  
６ 乙が第１項に規定する違約金を甲等の指定する期限までに支払わない場合は、

乙は甲等に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、

年３．０パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

ただし、乙が支払うべき遅延利息に１００円未満の端数がある場合にはこれを切

り捨て、遅延利息が１００円未満である場合には支払を要しないものとする。 

（不当介入に関する通報・報告） 
第３２条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動

標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不

当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、こ

れを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲等に報告するとともに、

警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

（契約不適合責任） 
第３３条 甲等は、第１５条の規定により本業務の業務完了の届出を受けた後、そ

の業務が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対し

て、乙の費用でこれを補修する等の追完を請求することができる。ただし、その

不適合が甲等の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできな

い。 

２ 甲等は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかか

わらず、その追完がないときは、甲等は、乙に対してその不適合の程度に応じて

代金の減額請求をすることができる。 

  ただし、次の各号に掲げる場合には、甲等は追完の催告をすることなく、乙に

対して直ちに代金の減額請求をすることができる。 

 (1) 履行の追完が不能であるとき。 

 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
 (3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達するこ

とができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期

限を経過したとき。 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、甲等が追完の催告をしても乙が追完する見込み

がないことが明らかであるとき。 

３ 甲等は、第１項の追完を請求したときは、本業務の履行期限の日から追完が完

了するまでの期間に応じて第１８条第３項の規定に準じて計算した金額を請求す

ることができる。この場合、甲等は、当該請求のほか、契約予定金額の１００分

の１０に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。 

４ 甲等が第２項の催告をし、甲等の定める期間内に履行の追完がないときは、甲

等は、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲等は、契約



  
予定金額の１００分の２０に相当する額の違約金を乙に対して請求することがで

きる。なお、甲等が返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、

これにより受けた利益を返還しないことができる。  

５ 乙が前２項に規定する違約金を甲等の指定する期限までに支払わない場合は、

乙は、甲等に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に

応じ、年３．０パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければなら

ない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に１００円未満の端数がある場合にはこ

れを切り捨て、遅延利息が１００円未満である場合には支払を要しないものとす

る。 

６ 第３項及び第４項の規定は、乙の履行した業務が本契約の内容に適合しないこ

とにより甲等に生じた直接又は間接の損害の額が第３項及び第４項に基づいて請

求した違約金を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき賠償を請

求することを妨げない。 

７ 第４項の規定に伴い、本契約が解除されたときは、甲等は業務が完了した部分

に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。   

８ 甲等は、第１項から第６項までの請求をするに当たっては、乙の履行した業務

が本契約に不適合であった場合において、甲等がその不適合を知ったときから１

年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。 
（法律、規格等の遵守） 

第３４条 乙は、本契約の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を

遵守し、その適法性を確保するものとする。 

（人権尊重の確保） 

第３５条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイド

ライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関

係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるも

のとする。 

（紛争の解決） 

第３６条 本契約に関連して訴訟の必要が生じたときは、甲等の所在地を管轄する

地方裁判所の訴訟手続によって解決するものとする。 

（協議事項） 
第３７条 本契約に定めのない事項又は内容に疑義が生じたときは、必要に応じて

甲等及び乙が協議の上、書面により定めるものとする。 

 

（以下余白） 



  
 

 上記契約の証として、本契約書に対し甲等及び乙が署名を行ったものを電子調達

システムで保存し、長期にわたって本契約の成立及び内容を立証する。 

 

 令和８年４月●●日 

 

  （甲等） 甲等の代表者 

        名古屋市中区三の丸二丁目２番１号 

         支出負担行為担当官 

         名古屋法務局長      ● ● ● ●  

                                            

 

  （乙）   ○○市○○町○丁目○番○号 

△△△△△△ 

● ● ● ●     □ □ □ □ 



 

別紙 

  

（甲等）代表者以外の支出負担行為担当官 
 
 

    三重県津市丸之内２６番８号 

支出負担行為担当官 

津地方法務局長   ● ● ● ●  

 

     

岐阜県岐阜市金竜町五丁目１３番地 

支出負担行為担当官 

岐阜地方法務局長  ● ● ● ●  
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仕 様 書 

名古屋法務局、津地方法務局及び岐阜地方法務局におけるストレスチェック

検査（人事院規則１０－４第２２条の４第１項に定める検査）の仕様は、次の

とおりとする。 

１ 件名 

令和８年度ストレスチェック検査業務一式 

２ 委託期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

３ 契約の方法 

単価契約とする。 

４ 実施時期 

契約締結の日以降で別途協議する。 

５ 実施場所 

各局の官署所在地とする（各官署所在地は別紙のとおり）。 

なお、高ストレス者への面接指導については、受託者の併設病院等プライ

バシーの保護を図ることが可能な適宜の場所で実施する。 

６ 業務概要 

(1) 実施体制

本ストレスチェック検査は、各局の健康管理医と受託者の共同実施とし、

受託者における実施者は、医師、保健師又は人事院規則１０－４（職員の

保健及び安全保持）運用通知第２２条の４関係２(3)の要件を満たした歯科

医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師とする。 

(2) 委託内容

委託内容は、次のとおりとし、各局ごとに実施するものとする。

① 受託者におけるストレスチェックの実施者及び実施事務従事者の選定

② ストレスチェック調査票（以下「調査票」という。）の作成及び納品

（職員からの回収は委託者が行う。） 

③ ストレスチェックの分析、評価及び高ストレス者の抽出

④ ストレスチェック結果個別通知の作成及び納品

⑤ 高ストレス者への医師による面接指導受診の勧奨

⑥ 高ストレス者への医師による面接指導の実施

⑦ ストレスチェック分析結果報告書の作成及び納品

⑧ ストレスチェック分析結果等についての所属長に対する説明会の実施

(3) 実施対象予定者数
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 実施対象予定者 面接指導受診予定者 

名古屋法務局 ５４１名 ５名 

津地方法務局 １９８名                   

岐阜地方法務局 ２０３名                     

計 ９４２名 ５名 

※実施対象予定者数は、令和７年度の実施対象者数である。 

 面接指導受診予定者数は、実施対象予定者数の１パーセントとして積算

した。 

７ 委託内容の詳細 

(1) 受託者におけるストレスチェックの実施者及び実施事務従事者の選定 

受託者におけるストレスチェックの実施者及び実施事務従事者を選定

し、ストレスチェック実施１か月前までに委託者に通知するものとする。 

(2) 調査票の作成及び納品 

ストレスチェックは、紙媒体で実施するものとし、調査票は、厚生労働

省が推奨する「新職業性ストレス簡易調査票」に基づく８０項目を用いる

ものとする。 

調査票（所属及び氏名を印字すること。）は、委託者から送付する資料

とともに、受検対象者ごとに個人宛て封筒（調査票に印字された所属及び

氏名が外から確認できる窓付き封筒又は所属及び氏名が印字された封筒

に、個人情報が保護できる措置を講じること（以下「個人宛て封筒」とい

う。）。）に入れ、封かんはせずに納品するものとする。 

なお、納品日及び納品場所は、次のとおりとする。 

①  納 品 日 納品日は、あらかじめ委託者と協議の上で決定するものと

する。 

②  納品場所 受検対象者の所属する官署とする（別紙参照）。 

(3) ストレスチェックの分析、評価及び高ストレス者の抽出 

個人結果の評価及び高ストレス者の選定は、「労働安全衛生法に基づく

ストレスチェック制度実施マニュアル」（平成２７年５月、厚生労働省）

で示された「心身のストレス反応」に着目する評価基準に準拠するものと

する。 

なお、高ストレス者の具体的な選定基準及び選定方法は委託者が決定す

るが、 決定に際して受託者は、委託者の求めに応じて専門的な見地から意

見を述べること。 

おって、記入漏れ、重複記入等により判定できない調査票の取扱いにつ

いて、受託者は、速やかに委託者に返送し、委託者において不備を解消し
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た上で、再度受託者に送付するものとする。 

(4) ストレスチェック結果個別通知の作成及び納品 

① 個人宛て通知について 

ストレスチェック結果個別通知については、ストレスチェック結果提

供の同意書（委託者が提示する様式による。）及び相談可能な窓口（人

事院の「こころの健康相談室」等）の情報を記載したパンフレット等（委

託者が提示する様式による。）とともに、個人宛て封筒に封入し、受託

者が記入済みの調査票を受領した後、１か月以内に委託者に納品するも

のとする（納品場所は受検者が所属する官署とする。）。 

なお、ストレスチェック結果個別通知の様式は、あらかじめ委託者に

提示するものとし、その内容や体裁については、基本的な項目を列記す

るにとどまらず、カラー印刷及び図表等を利用して職員が理解しやすい

体裁にするとともに、セルフケアの手助けとなるような助言等を含める

など、受託者で工夫を凝らしたものとする。 

おって、未受検者に対しても、相談可能な窓口の情報を記載したパン

フレット及びセルフチェックの手助けとなる資料のみを封筒に封入し、

併せて納品するものとする（納品場所は受検者の場合と同様とする。）。 

② 委託者宛て通知について 

ストレスチェック受検者一覧表については、受託者が記入済みの調査

票を受領した後、１か月以内に紙媒体（各１部）及び電子データ（エク

セルデータ）で委託者に納品するものとする。 

また、委託者が、医師による面接指導を希望する職員が面接指導の要

件に該当するか確認をするために必要な場合は、委託者から連絡を受け

た後速やかに、当該職員のストレスチェック結果個別通知を電子データ

で納品するものとする。 

※ 紙媒体については、委託者の実施事務従事者宛て「親展」と明示し

た封筒等に封入すること。 

(5) 高ストレス者への医師による面接指導受診の勧奨 

受託者は、ストレスチェックにより、高ストレスと評価され、医師によ

る面接指導が必要とされた職員に対し、医師（名古屋法務局にあっては受

託者の用意する医師とし、その他の局にあっては当該局の健康管理医）に

よる面接指導を勧奨するものとし、上記(4)①のストレスチェック結果個別

通知に面接指導申出書（委託者が提示する様式による。）を追加して封入

するものとする。 

(6) 高ストレス者への医師による面接指導の実施（名古屋法務局のみ） 

医師による面接指導が必要とされた職員から、委託者の健康管理者に面
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接指導の申出があった場合、受託者は、次のとおり受託者の用意する医師

による面接指導を実施するものとする。 

なお、面接指導を実施した場合には、委託者に対し、当該面接指導実施

日から１か月以内に、面接指導結果報告書及び事後措置に関する意見書を

提出するものとする。 

① 日程調整

委託者の健康管理者に面接指導の申出があった場合には、委託者は、

速やかに受託者に対して面接実施の依頼をする。受託者は受託者の用意

する医師と日程を調整し、１か月以内に面接指導を実施するものとする。 

② 実施内容

面接指導を実施する医師は、ストレスチェックの結果に加え、次に掲

げる事項について確認するものとする。ただし、職員の負担とならない

よう、面接指導の中で確認するものとする。 

ア 当該職員の勤務の状況（職場における他の職員による当該職員への

支援の状況を含む。） 

イ 当該職員の心理的な負担の状況（職場における当該職員の心理的な

負担の原因を含む。） 

ウ イに掲げるもののほか、当該職員の心身の状況

(7) ストレスチェック分析結果報告書の作成及び納品

受託者は、「職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握の

ためのマニュアル」に示されている仕事のストレス判定図を用いて、集団

結果の集計分析を行い、委託者に対して分析結果の報告を行う。 

分析結果報告書の様式は、事前打合せで委託者に提示するものとし、そ

の内容や体裁については、基本的な項目を列記するにとどまらず、カラー

印刷及び図表等を利用して委託者が理解、活用しやすい体裁とするととも

に、職場環境改善の手助けとなるような助言等を含めるなど、受託者で工

夫を凝らしたものとする。 

分析の単位は、①局全体、②所属又は委託者の指定したグループ（平成

２７年１２月１日付け職職３１５人事院事務総局職員福祉局長（通知）別

添の「心理的な負担の程度を把握するための検査及び同検査の結果に基づ

く面接指導等の実施に関する指針」６(3)アによる。）とし、受託者が記入

済みの調査票を受領した後、１か月以内に紙媒体（各１部）及び電子デー

タ（ＰＤＦデータ）で委託者に納品するものとする。

(8) ストレスチェック分析結果等についての所属長に対する説明会の実施

受託者は、各局ごとにストレスチェック分析結果等についての所属長向

け説明会（職場環境改善のための具体的な実施方法等についての助言を含
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む。）を１回実施するものとする。 

なお、日程等については、次のとおりとするが、詳細については各局の

担当者と打合せの上で決定する。 

① 日 程 

分析結果納品後に実施することとし、時間は２時間程度とする。 

② 場 所 

各局本局会議室（予定） 

③ 対象者 

各分析グループの所属長 

④ 講 師 

受託者における実施者又は医師、保健師若しくは人事院規則１０－４

（職員の保健及び安全保持）運用通知第２２条の４関係２(3)の要件を満

たした歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師とし、過去に職

場環境改善の対策を含むストレスチェック分析結果説明会又はラインケ

ア講習の講師実績がある者 

８ 受託者の条件 

(1) 医師、保健師又は人事院規則１０－４（職員の保健及び安全保持）運用

通知第２２条の４関係２(3)の要件を満たした歯科医師、看護師、精神保健

福祉士、公認心理師によるストレスチェック検査及び分析結果についての

管理者向け説明会の実施が可能であること。 

(2) 紙によるストレスチェック検査が実施でき、かつ、ストレスチェック検

査の結果に基づき高ストレス者かつ面接指導が必要な者の抽出ができるこ

と。 

(3) ストレスチェック検査を確実に実施できる体制を整えられること。 

(4) 高ストレスと判定され、面接指導が必要とされた者に対する医師による

面接指導を確実に実施できる体制を整えられること。 

(5) ストレスチェック調査結果に関する情報等を適切に管理するとともに、

調査票の回収や結果通知に当たり、実施者等及び本人以外の第三者が結果

を閲覧できないようなセキュリティが確保できること。 

９ その他 

本仕様書に定めのない事項は、委託者と受託者が協議の上、決定する。 



各官署所在地

【名古屋法務局】

官署名 郵便番号

名古屋法務局 〒460-8513

同　熱田出張所 〒456-0031

同　名東出張所 〒465-0051

同　春日井支局 〒486-0844

同　津島支局 〒496-0047

同　一宮支局 〒491-0842

同　半田支局 〒475-0817

同　岡崎支局 〒444-8533

同　刈谷支局 〒448-0858

同　豊田支局 〒471-8585

同　西尾支局 〒445-8511

同　豊橋支局 〒440-0884

同　豊川出張所 〒442-0067

同　新城支局 〒441-1385

【津地方法務局】

官署名 郵便番号

津地方法務局 〒514-8503

同　鈴鹿出張所 〒513-8510

同　四日市支局 〒510-0068

同　伊勢支局 〒516-8503

同　松阪支局 〒515-8510

同　桑名支局 〒511-0912

同　伊賀支局 〒518-0007

同　熊野支局 〒519-4324

同　尾鷲出張所 〒519-3614

【岐阜地方法務局】

官署名 郵便番号

岐阜地方法務局 〒500-8729

同　訟務部門 〒500-8812

同　八幡支局 〒501-4235

同　大垣支局 〒503-0888

同　美濃加茂支局 〒505-0027

同　多治見支局 〒507-0041

同　中津川支局 〒508-0045

同　高山支局 〒506-0053

刈谷市若松町１－４６－１（刈谷合同庁舎）

豊田市常盤町１－１０５－３（豊田合同庁舎）

西尾市熊味町南十五夜６０

四日市市三栄町４－２１（四日市法務合同庁舎）

美濃加茂市本郷町７－４－１６

伊勢市岡本１－１－１３（伊勢法務合同庁舎）

松阪市高町４９３－６（松阪地方合同庁舎）

桑名市星見ケ丘１－１０１－２（桑名法務総合庁舎）

伊賀市服部町３－１１７－１

熊野市井戸町７１２－１（熊野法務総合庁舎）

尾鷲市南陽町６－３４（尾鷲地方合同庁舎）

高山市昭和町２－２２０（高山合同庁舎）

岐阜市美江寺町２－８（岐阜法務総合庁舎）

所　在　地

郡上市八幡町有坂１２０９－２（郡上八幡地方合同庁舎）

大垣市丸の内１－１９（大垣法務合同庁舎）

岐阜市金竜町５－１３（岐阜合同庁舎）

多治見市太平町５－３３

中津川市かやの木町４－３（中津川合同庁舎）

別紙

豊川市金屋西町３－３

新城市字八幡１１－２

津市丸之内２６－８（津合同庁舎） 

鈴鹿市神戸１－２４－３（鈴鹿法務総合庁舎）

名古屋市熱田区神宮４－８－４０

名古屋市名東区社が丘４－２０１

春日井市鳥居松町４－４６

津島市西柳原町３－１０

豊橋市大国町１１１（豊橋地方合同庁舎）

半田市東洋町１－１２

岡崎市羽根町字北乾地５０－１（岡崎合同庁舎）

所　在　地

所　在　地

一宮市公園通４－１７－３（一宮法務合同庁舎）

名古屋市中区三の丸２－２－１（名古屋合同庁舎第１号館）
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令和  年  月  日  

支出負担行為担当官

  名古屋法務局長 殿

所 在 地

名 称

代表者氏名  （印）

紙入札方式による入札参加申請書

 貴局発注の案件「ストレスチェック検査業務委託契約」について、紙入札方式での参

加を申請します。

担当者

氏 名

連絡先

（注）担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可



誓  約  書

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれに

も該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ること

となっても、異議は一切申し立てません。

また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個

人情報を警察に提供することについて同意します。

記

１ 契約の相手方として不適当な者

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

とき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者

(1) 暴力的な要求行為を行う者

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

(5) その他前各号に準ずる行為を行う者

支出負担行為担当官

名古屋法務局長 殿

令和  年  月  日

住所（又は所在地）

社名及び代表者名

担当者氏名

連絡先

※添付書類：役員等名簿 ※担当者氏名及び連絡先を明記した場合、押印省略可



（別紙） 

役員等名簿 

法人（個人）名：  

所  在  地：  

役 職 名 

（フリガナ）

氏  名 生 年 月 日 

性 

別 

（ ） Ｔ

Ｓ   年  月  日

Ｈ

男

・

女

（  ） Ｔ

Ｓ   年  月  日

Ｈ

男

・

女

（  ） Ｔ

Ｓ   年  月  日

Ｈ

男

・

女

（  ） Ｔ

Ｓ   年  月  日

Ｈ

男

・

女

（  ） Ｔ

Ｓ   年  月  日

Ｈ

男

・

女

（  ） Ｔ

Ｓ   年  月  日

Ｈ

男

・

女

（  ） Ｔ

Ｓ   年  月  日

Ｈ

男

・

女

（  ） Ｔ

Ｓ   年  月  日

Ｈ

男

・

女

（  ） Ｔ

Ｓ   年  月  日

Ｈ

男

・

女

（注） 法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入して 

  ください。 



件名

人 円 円

人 円 円

回 円 円

円

（注）担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可

電子くじ番号

（税抜き）

代理人氏名

本 店 又 は
事 務 所 等

商号又は名称

代表者の資格
氏 名

単価（税抜き）

円十

ストレスチェック検査業務委託契約

万 千 百

令和　　年　　月　　日

※ 入札金額と内訳書の総計金額は一致させること。

　上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾の
上、入札いたします。

分析結果等についての所属長に
対する説明会

合計（税抜き）

金

数量

百万 十万

高ストレス者に対する面接指導

総計（税抜き）

942

5

3

支出負担行為担当官

担当者氏名

連 絡 先

入　札　書

　名古屋法務局長　殿

千万

内訳

心理的な負担の程度を把握する
ための検査



委 任 状

私は、下記受任者を代理人と定め、ストレスチェック検査業務委託契約に関し

下記の権限を委任します。

記

１ 入札及び見積りに関する一切の件

２ 契約の締結・履行に関する一切の件

３ 契約代金の請求及び受領に関する一切の件

４ 復代理人選任の件

５ その他前各号に付随する一切の件

（以 下 余 白）

受 任 者  所 在 地 

氏 名

連 絡 先

令和  年  月  日

支出負担行為担当官 名 古 屋 法 務 局 長 殿

委 任 者    本店又は事務所等

商号又は名称

代表者の資格及び氏名

連 絡 先

備考  ① 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とすること。

② 支店・営業所等名義で契約を予定している場合には、受任者の記載は、次の例に

より記載すること。

（例）ア 当社○○支店（支社） 支店（支社）長  何 某

イ 当社○○営業所 営業所長   何 某

③ 委任権限事項は、必要に応じて加除すること。

④ 委任者、受任者の連絡先を明記した場合は、それぞれ押印省略可。



入  札  辞  退  届

入札件名 ストレスチェック検査業務委託契約 

上記の入札につき、都合により入札を辞退します。

  令和   年   月   日

支出負担行為担当官  名古屋法務局長  殿

 本店又は事務所等

 商号又は名称

 代表者の資格及び氏名

担当者氏名

担当者連絡先

備考   ① 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とすること。 

② 入札箱に投入するため、封筒の表書に宛名（支出負担行為担当官  名古

屋法務局長）、入札件名及び入札者名（法人の場合は法人名）を明記の

上、封かんすること。  

③ 担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可



件名

人 円 円

人 円 円

回 円 円

円

（注）担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可

ストレスチェック検査業務委託契約

価格証明書

　名古屋法務局長　殿

千万

内訳

支出負担行為担当官

担当者氏名

連 絡 先

心理的な負担の程度を把握する
ための検査

高ストレス者に対する面接指導

942

5

商号又は名称

代表者の資格
氏 名

単価（税抜き）

令和　　年　　月　　日

分析結果等についての所属長に
対する説明会 3

（税抜き）

円十万 千 百

本 店 又 は
事 務 所 等

合計（税抜き）

金

百万 十万

数量

総計（税抜き）

※ 価格証明書の金額と内訳書の総計金額は一致させること。

　上記は、ストレスチェック業務委託契約に関する仕様書に基づく定価ベース
による価格証明書である。



履  行  証  明  書 

ストレスチェック検査業務委託契約に係る入札に参加するに当たり、下記のとお

り本件の要求仕様を満たすことを証明します。 

番号 仕 様 に 関 す る 設 問 回  答 

資料 

番号 

仕様書８
(1)関係

 実施者となる者は、ストレスチェックの実施者として
必要な資格を有する者であり、また、管理者向け説明会
の実施について講師は十分な実績を有しているか。 

有 ・ 無 

仕様書８
(2)関係

ストレスチェックを紙の調査票で実施することが可能
か。 

可・不可 

仕様書８
(2)関係

  実施者がストレスチェック結果を確認して、高ストレ
ス者及び面接指導の要否を判断する体制がとられている
か。

有 ・ 無 

仕様書８
(3)関係

ストレスチェック検査を確実に実施できる体制が整
っているか。 

有 ・ 無 

仕様書８
(4)関係

ストレスチェック結果に基づいて面接指導を行う医師
は、高ストレスに対する面接指導を行うに当たって十分
な知識・経験を有しているか。 

有 ・ 無 

仕様書８
(5)関係

記入済みの調査票の回収及び結果通知の際、セキュリ
ティ確保のため封筒を使用する方法をとることが可能
か。

可・不可 

令和 年  月  日 

住所（又は所在地） 

商 号 又 は 名 称 

代表者の資格氏名 

担 当 者 氏 名 

連 絡 先 

（注）担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可

※設問に対する回答を回答欄に記載し、回答内容を担保する資料も併せて提出すること。
（添付資料の例）

仕様書８(1)関係･･･医師、保健師等免許写し。なお、看護師、精神保健福祉士の場合は、免 
許写しのほか人事院規則１０－４運用通知の要件を満たしていることを 

  証する書面写しも提出すること。 
講師について、過去にラインケア講習の講師実績を証明できる書面等 

仕様書８(2)関係･･･調査票サンプル、業務体制図写し等 
  仕様書８(3)関係･･･ストレスチェックの履行実績を証明できる書面等 
  仕様書８(4)関係･･･経歴や面談指導実績を示す書面又は申出書等。なお、面談を担当する医 

  師が実施者と異なる場合には、医師免許写しも提出すること。 
  仕様書８(5)関係･･･封筒サンプル 



質 問 書

令和  年  月  日 

入 札 件 名 ストレスチェック検査業務委託契約

提 出 先 

名古屋法務局会計課主計係（担当：亀井） 

  FAX 052-952-8119 

E ﾒｰﾙ kaikei01_nagoya_moj_bal@moj.go.jp 

本店又は住所 

商号又は名称 

連 絡 先 

ＴＥＬ     －   － 

ＦＡＸ  －   － 

Ｅメール 

担 当 者 

部局・課名 

氏名 

質問事項（簡潔に記載してください。） 

回答 

提出期限：令和８年３月３日（火）１７時００分 

期限までに到着しない場合は、質問がないものとみなします。 
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第３号様式

法務省競争契約入札心得

（目的）

第１条 法務省所管の工事又は業務の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」

という。）を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法（昭和22年

法律第35号）、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「令」という。）、

契約事務取扱規則（昭和37年大蔵省令第52号）その他の法令に定めるもののほか、

この心得の定めるところによることとする。

（競争参加者の資格）

第２条 競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、令第70

条及び第71条の規定に該当しない者であって、契約担当官等（会計法第29条の３第

１項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。）が競争に付す都度別に定める資

格を有する者とする。

（入札保証金等）

第３条 入札参加者は、入札書の提出期限までに、見積もった契約希望金額の100分

の５以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければ

ならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除されている場合は、こ

の限りでない。

２ 入札参加者は、前項の規定により入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付

し、又は提供するときは、次の各号のいずれかによらなければならない。

一 入札保証金の納付

現金を保管金取扱店（日本銀行の本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。）

に振り込み、保管金取扱店の発行する保管金領収証書に保管金提出書（平成９年

２月24日付け法務省営第341号会計課長通達「工事請負契約における契約の保証

に関する取扱いについて」（以下「契約保証通達」という。）第２号様式）を添

えて歳入歳出外現金出納官吏（以下「現金出納官吏」という。）に提出し、保管

金受領証書の交付を受ける。

二 入札保証金の納付に代わる担保の提供

ア 有価証券の提供

有価証券を保管有価証券取扱店（日本銀行の本店、支店又は代理店をいう。

以下同じ。）に寄託し、保管有価証券取扱店の発行する政府有価証券払込済通

知書に保管有価証券提出書（契約保証通達第３号様式）を添えて政府保管有価

証券取扱主任官（以下「取扱主任官」という。）に提出し、政府保管有価証券

受領証書の交付を受ける。
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イ 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関（以下「銀行等」という。)

に対する定期預金債権の提供

定期預金債権に質権を設定し、債権に係る証書及び債権に係る債務者である

銀行等の承諾を証する確定日付のある書面に保証書提出書（契約保証通達第４

号様式）を添えて、契約担当官等に提出する。

ウ 銀行等の保証

銀行等の保証を証する書面に保証書提出書（契約保証通達第４号様式）を添

えて、契約担当官等に提出する。

３ 入札参加者は、第１項ただし書の場合において、その理由が入札保証保険契約を

締結したことによるときは、当該契約に係る証券を保険証券・保証証券提出書（契

約保証通達第５号様式）に添えて、契約担当官等に提出しなければならない。

４ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落

札者以外の者に対しては落札者決定後に、その払渡請求書と引換えにこれを還付す

る。また、銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。

（入札等）

第４条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案等の契約担当官等が示す書類（以下

「入札関係書類」という。）及び現場等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事

項（別添）を承諾の上、入札しなければならない。この場合において、入札関係書

類及び現場等に疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

２ 入札書は、公告、公示又は指名通知書に示した方法により、入札書の提出期限ま

でに提出しなければならない。

３ 入札書を政府電子調達システム（ＧＥＰＳ。以下「電子調達システム」という。）

により提出する場合は、入力画面上において作成し、書面により提出する場合（以

下「紙入札」という。）は、入札書（様式第１号）により作成することとする。

また、紙入札により入札書の押印を省略する場合は、入札書の「担当者」及び「連

絡先」を記載することとする。

４ 入札書を持参により提出する場合は、入札書を封かんの上、入札参加者の商号又

は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等へ提出しなければならない。

５ 入札書を郵送等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨

を朱書し、中封筒には入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し

た上、契約担当官等宛ての親展で提出しなければならない。

６ 公告、公示又は指名通知書において入札保証金の納付等を必要とするときは、当

該納付等を証する保管金受領証書又は政府保管有価証券受領証書を入札の際に提示

しなければならない。

７ 入札参加者は、代理人に入札させるときは、その委任状を提出しなければならな
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い。

８ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をするこ

とはできない。

９ 入札参加者は、令第71条第１項に該当する者を入札代理人とすることはできない。

10 入札者は、一旦提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。

（入札の辞退）

第４条の２ 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退すること

ができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再

度の入札を行う場合も、また同様とする。

２ 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより

申し出るものとする。

一 入札執行前にあっては、入札書の提出期限までに、入札辞退届を電子調達シス

テムの入力画面上において作成の上、電子調達システムにより提出し、又は入札

辞退届（様式第２号）を作成の上、契約担当官等に持参若しくは郵送等により提

出して行う。

二 入札執行中にあっては、入札辞退届を電子調達システムの入力画面上において

作成の上、電子調達システムにより提出し、又は入札辞退届若しくはその旨を明

記した入札書を作成の上、入札を執行する者に直接提出して行う。

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを

受けない。

（公正な入札の確保）

第４条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

２ 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格（入札

保証金の金額を含む。）又は入札書その他契約担当官等に提出する書類（以下「入

札書等」という。）について、いかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなけ

ればならない。

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格

（入札保証金の金額を含む。）、入札書等を意図的に開示してはならない。

４ 入札参加者は、契約担当官等が実施する公正な入札の確保のための調査への協力

を求められたときは、その求めに応じなければならない。

５ 電子調達システムによる入札参加者は、電子調達システム対応の認証局の電子証

明書を不正に使用してはならない。

（入札の取りやめ等）

第５条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正
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に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させ

ず、又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。

（開札）

第６条 開札は、公告、公示又は指名通知書に示した場所及び日時に、入札者の面前

（電子調達システムを含む。）において行う。紙入札による入札者がいる場合にお

いて、同入札者で開札の場所に出席しない者があるときは、入札事務に関係のない

職員を開札に立ち会わせる。

（入札の無効）

第７条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

一 競争に参加する資格を有しない者のした入札

二 入札書の提出期限後に到達した入札

三 委任状を提出しない代理人のした入札

四 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入

札

五 入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料（以下

「添付資料」という。）を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者の

した入札

六 記名を欠く入札（押印を省略する場合、「担当者」及び「連絡先」の記載がな

い入札）

七 金額を訂正した入札

八 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札

九 明らかに連合によると認められる入札

十 同一事項の入札について他人の代理を兼ね又は２人以上を代理した者の入札

十一 その他入札に関する条件に違反した入札

２ 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札

は無効として取り扱うものとする。

一 配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき（契約担当官等

が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。）。

二 入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を

求める技術者を配置することができないとき。

三 令第86条第１項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき。

四 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者と

して、法務省発注工事等からの排除要請があったとき。

（入札書等の取扱い）

第７条の２ 提出された入札書等は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者
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が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる

事実を得た場合には、入札書等を必要に応じ公正取引委員会及び警察当局に提出す

る場合がある。

（落札者の決定）

第８条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高

又は最低の価格（会計法第29条の６第２項に規定する契約にあっては、価格及びそ

の他の条件が国にとって最も有利なもの）をもって入札をした者を落札者とする。

ただし、国の支払の原因となる契約のうち、予定価格が1,000万円を超える工事又

は業務の契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により

当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はそ

の者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著

しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入

札をした他の者のうち、最低の価格（会計法第29条の６第２項に規定する契約にあ

っては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの）をもって入札をした

者を落札者とする。

２ 契約担当官等が、令第86条第１項の規定に基づく調査を行うときは、当該調査に

協力しなければならない。

（再度入札）

第９条 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をし

た者がいないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。た

だし、再度の入札は原則として１回を限度とする。

２ 再度の入札をしても落札者がない場合は、原則として令第99条の２の規定による

随意契約には移行しない。

（落札者となるべき者が２人以上ある場合の落札者の決定）

第10条 落札となるべき入札をした者が２名以上あるときは、電子調達システムの備

える電子くじを用いて落札者を定める。

２ 前項の規定にかかわらず、落札となるべき入札をした者が紙入札を行った者のみ

である場合には、紙くじを用いて落札者を定めることがある。当該入札者のうち紙

くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員に紙く

じを引かせる。

（入札が不調となった場合の措置）

第11条 入札を行っても入札者がないとき、又は再度の入札を行っても落札者がない

ときは、原則として再度公告、公示又は指名通知書により改めて入札に付すことと

する。ただし、特別な事情がある場合は、第９条第２項の規定にかかわらず随意契

約の相手方として入札者に見積りさせることができる。
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２ 前項の随意契約による場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最

初の競争に付すときに定めた予定価格その他の条件を変更しない。

（契約保証金等）

第12条(金銭的保証の場合) 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の100分

の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければ

ならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限

りでない。

２ 落札者は、前項の規定により契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、

又は提供するときは、次の各号のいずれかによらなければならない。

一 契約保証金の納付

第３条第２項第１号の規定を準用し、現金出納官吏から受領した保管金受領証

書を契約担当官等に提示する。

二 契約保証金の納付に代わる担保の提供

ア 有価証券の提供

第３条第２項第２号アの規定を準用し、取扱主任官から受領した政府保管有

価証券受領証書を契約担当官等に提示する。この場合における有価証券は、利

付国庫債券に限る。

イ 銀行等又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27

年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）

による保証の提供

第３条第２項第２号ウの規定を準用する。この場合において、「銀行等」と

あるのを「銀行等又は保証事業会社」と読み替える。

３ 第３条第３項の規定は、第１項ただし書の場合に準用する。この場合において、

「入礼保証保険契約」とあるのを「履行保証保険契約又は公共工事履行保証証券」

と読み替える。

４ 第２項第２号イ及び第３項に関する保証については、保証書又は証券の提出に代

えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって、保証契約及び履行保証保険契約の相手方が定め、契約担当官等が認める措

置を講ずることができる。この場合において契約の相手方は、保証書又は証券を提

出したものとみなす。

第12条の２(役務的保証の場合) 落札者は、契約書案の提出と同時に、公共工事履行

保証証券による保証(契約不適合責任保証特約を付したものに限る。）に付し、当

該証券を保険証券・保証証券提出書に添えて、契約担当官等に提出しなければなら

ない。この場合の保証金額は、契約金額の100分の30以上とする。

（入札保証金等の振替え)
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第13条 契約担当官等は、必要があると認めるときは、落札者に還付すべき入札保証

金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に

振り替えることができる。

（契約書等の提出）

第14条 落札者は、契約書を作成する場合においては、電子調達システムを使用し、

又は契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日の翌日か

ら起算して７日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条

第１項各号に規定する行政機関の休日を含まない。）に、これを契約担当官等に提

出しなければならない。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間

を延長することができる。

２ 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その

効力を失う。

３ 落札者は、契約書の作成を要しない場合においては、落札決定後速やかに請書（法

務省所管契約事務取扱規程（平成12年法務省会訓第1702号大臣訓令）第17号様式）

を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がな

いと認めて指示したときは、この限りでない。

（入札保証金免除の場合に落札者が契約を結ばないときの措置）

第15条 入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合（免除された理由が入札

保証保険契約を締結したことによる場合を除く。）に落札者が契約を結ばないとき

は、損害賠償の請求を受けることがある。

（異議の申立）

第16条 入札をした者は、入札後、この心得、入札関係書類及び現場等についての不

明を理由として異議を申し立てることはできない。
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様式第１号 （用紙Ａ４）

入 札 書

￥

上記の金額をもって、（件名） につ

いて、法務省競争契約入札心得承諾の上、入札します。

年 月 日

支出負担行為担当官

殿

入 札 者

本店又は事務所等

商号又は名称

代表者の資格及び氏名

担当者

連絡先

（注）委任状による代理人の入札については、次のとおりとする。

入 札 者

本店又は事務所等

商号又は名称

代表者の資格及び氏名

代理人氏名

担当者

連絡先

電子くじ番号

電子くじ番号は、入札者において任意の番号（３桁）を必ず記載すること。
なお、紙入札の場合であっても必ず記載すること。
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様式第２号 （用紙Ａ４）

入 札 辞 退 届

件 名

上記について、都合により入札を辞退します。

年 月 日

支出負担行為担当官

殿

本店又は事務所等

商号又は名称

代表者の資格及び氏名

担当者

連絡先
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別添

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記のいずれにも該当

しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被るこ

ととなっても、異議は一切申し立てません。

以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。

記

１ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者その

他経営に実質的に関与している者、法人である場合は役員、支店又は営業所（常時

契約を締結する事務所をいう。）の代表者その他経営に実質的に関与している者又

は団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である

２ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている

３ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

４ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしている

５ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
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